
留萌市では、国の物価高対応子育て応援手当（１人２万円）の支給
に加え、子育て世帯物価高騰対策生活応援給付金として１人１万円
を上乗せし支給いたします。

※本事業は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して行われます。

留萌市子育て世帯物価高騰対策生活応援給付金
を支給します！

申請について
国の物価高対応子育て応援手当と同様の扱いとなりますので、原則申請不要
です。
ただし、国の物価高対応子育て応援手当の受給にあたって申請が必要な方は、
市の子育て世帯物価高騰対策生活応援給付金も同様に申請が必要となります。
≪申請が必要な方≫
・令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までに出生した児童の保護者
・所属庁から児童手当を受給している公務員の方
・令和７年１０月１日以降に離婚（離婚調停中等も含む）により児童手当の
申請が必要になった保護者

対象者について
国の物価高対応子育て応援手当と同様となります。

支給額・支給時期・支給方法について
国の物価高対応子育て応援手当に上乗せし支給します。（２万円+１万円）
支給時期は、１月末から順次支給を開始します。

※申請書の取得・最新情報は市HPをご覧ください。→

≪お問い合わせ≫

留萌市教育委員会子育て支援課
電話：０１６４（４２）１８０８

公務員の方へ
申請等につきましては、まずは所属庁へご確認ください。
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